
社保審―医療保険部会

第12回（Ｈ17.1.26）
資料1-①

国民健康保険制度の改革について



国 民 健 康 保 険 制 度 の 改 革 に つ い て

今 回 の 改 革 に お い て は 、 国 庫 負 担 と 保 険 料 負 担 を 均 等 に す る と の 基 本
的 考 え 方 を 維 持 し つ つ 、 市 町 村 の 国 保 財 政 の 安 定 化 に お け る 都 道 府 県 の
役 割 ・ 権 限 の 強 化 を 図 る た め 、 次 の と お り 財 政 ス キ ー ム を 見 直 す 。

１ 平 成 １ ７ 年 度 よ り 、 保 険 基 盤 安 定 制 度 （ 保 険 料 軽 減 分 ） の 都 道 府 県
負 担 割 合 を 事 業 規 模 の １ ／ ４ か ら ３ ／ ４ に 変 更 す る と と も に 、 新 た に
都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金 を 導 入 し 、 都 道 府 県 が 財 政 調 整 を 行 う こ と と
す る 。

２ 都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金 は 、 各 都 道 府 県 ご と に 給 付 費 等 の ７ ％ と す
る 。 ま た 、 こ れ に 伴 い 、 国 の 財 政 調 整 交 付 金 は 給 付 費 等 の ９ ％ と す る
と と も に 、 定 率 国 庫 負 担 は 給 付 費 等 の ３ ４ ％ と す る 。

３ た だ し 、 都 道 府 県 負 担 の 導 入 に よ る 市 町 村 の 国 保 財 政 へ の 急 激 な 影
響 を 緩 和 し 、 円 滑 な 移 行 が 図 ら れ る よ う 、 平 成 １ ７ 年 度 の 都 道 府 県 財
政 調 整 交 付 金 は 給 付 費 等 の ５ ％ と し 、 定 率 国 庫 負 担 は 給 付 費 等 の ３ ６
％ と す る 。

４ 都 道 府 県 財 政 調 整 交 付 金 の 市 町 村 へ の 配 分 方 法 に つ い て は 、 地 方 三
団 体 及 び 総 務 ・ 厚 生 労 働 両 省 に よ る 検 討 の 場 を 設 け 、 地 方 の 意 見 を 尊
重 し つ つ 配 分 の ガ イ ド ラ イ ン を 作 成 す る 。

５ 都 道 府 県 負 担 導 入 に 伴 う 税 源 移 譲 額 は 、 約 ６ ， ８ ５ ０ 億 円 （ 平 成 １
７ 年 度 予 算 ベ ー ス で 積 算 ） と す る 。 こ の う ち 、 平 成 １ ７ 年 度 実 施 分 に
伴 う 税 源 移 譲 額 は 約 ５ ， ４ ５ ０ 億 円 と す る 。

６ 上 記 見 直 し に 伴 う 国 民 健 康 保 険 法 の 改 正 法 案 に つ い て は 、 平 成 １ ７
年 通 常 国 会 に 提 出 す る こ と と し 、 平 成 １ ７ 年 度 に お け る 措 置 に つ い て
は 当 該 法 案 の 附 則 で 対 応 す る 。
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・高額な医療費の発生による国保財政の
急激な影響の緩和を図るため、各市
町村国保からの拠出金を財源として、
都道府県単位で費用負担を調整。

・国及び都道府県は市町村の拠出金に対
して１／４ずつ負担。

・事業規模：１，９２５億円
（国１／４　：　４８１億円）

市町村への地方財政措置
　　　　　　　　：１，０００億円

○普通調整交付金（８％）
　市町村間の財政力の不均衡等（医療費、
所得水準）を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）
　画一的な測定方法によって、措置できな
い特別の事情（災害等）を考慮して交付。

（保険料軽減分）
○低所得者の保険料軽減分を公費で補填。
　事業規模：３，５４６億円
　（国１／２：１，７７３億円）

調整交付金

財政安定化支援事業

高額医療費共同事業

（１０％）

（４０％）

２７，５９０億円
　　　　　　※２

７，６９０億円※１

（保険者支援分）
○低所得者数に応じ、保険料額の一定
割合を公費で補填。
　事業規模：９１９億円
　（国１／２：４６０億円）

保険基盤安定制度

（国１／２：都道府県１／４
　　　　　　　　　：市町村１／４）

（約３０，５００億円）

調整交付金

若人分：５，０２０億円
老健分：２，０４０億円
介護分：　　６２０億円

定率国庫負担

若人分：１６，９４０億円
老健分：　８，１６０億円
介護分：　２，５００億円

法定外一般会計繰入等

若人分：４５，５６０億円
老健分：２０，３９０億円
介護分：　６，２４０億円

公費負担額

国　計　：３８，０００億円

都道府県計：　１，６００億円

市町村計：　１，１２０億円

１４年度決算見込：約４，２００億円

法定外一般会計繰入等

高額医療費共同事業

保険料

保険者支援分

保険料軽減分

国保財政の現状国保財政の現状

医療給付費等総額：７２，１９０億円

財政安定化支援事業

５０％ ５０％

国保財政のイメージ
（１６年度予算ベース）

※１　給付費等の１０％に加え、保険基盤安定制度負担金の一部に相当する額を調整交付金としており、実際の額は給付費等の１０％とならない
※２　給付費等の４０％を原則とするが、地方単独措置に係る波及増分のカット等により、実際の負担額は給付費等の４０％とならない
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〔国保給付費の財源構成〕

【現行】 【平成１８年度以降】

都道府県
（３／４）

都道府県財政
調整交付金 （７％）

財政安定化支援事業

保険基盤安定制度
約１９００億円強
〔税源移譲分　　
　　　（２／４分）〕

約６８５０
億円

注）今後計数等に変動の可能性があり得る。

国財政調整交
付金

（１０％）

定率国庫負担

（４０％）

市町村、都道府県
各（１／４）

国
（１／２）

財政安定化支援事業

保険料等

保険基盤安定制度

市町村における
一般会計からの
繰り入れに対す
る地方財政措置

低所得者の保険
料軽減分を公費
で補填する制度

定率国庫負担

（３４％）

保険料等

国財政調整交
付金

　　　　　　（９％）

約４９００
億円強市町村

（１／４）
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〔国保給付費の財源構成〕
【平成１７年度における経過措置】

定率国庫負担

（３６％）

都道府県　（３／４）
都道府県財政調整交付金

　　　　　　　　　　　　　（５％）

保険料等

　国財政調整交付金

（９％）

財政安定化支援事業
約３５００億円強

市町村

（１／４）

保険基盤安定制度
約５４５０億円約１９００億円強

〔税源移譲分（２／４分）〕

注）今後計数等に変動の可能性があり得る。－４－
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